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Ⅰ 長期計画とは 

１ 長期計画とは 

「長期計画」とは、将来、三春町（以下「本町」という。）をどのような「まち」にしてい

くか、そのためにどのような取組みをしていくのかを、総合的かつ体系的にまとめたもので、

本町の中で最も上位に位置付けられる計画です。本町では、様々な分野において計画を策定

していますが、それらは、この「長期計画」で掲げた将来のまちの姿を実現するためにあり

ます。 

２ 計画の目的 

本町では、平成 26（2014）年度に「第 7 次三春町長期計画」（以下「第 7 次計画」という。）

を策定し、『豊かな自然・歴史・文化に育まれ 未来に輝く元気なまち 三春 ～いつまでも住

みよい自慢し合えるまちづくり～』を将来像として掲げ、実現に向けて様々な取組みを進め

てきました。 

一方で、計画策定から約 10 年の間に、少子高齢化・人口減少の更なる進行や全国各地での

自然災害の頻発化・激甚化、新型コロナウイルス感染症の拡大など、社会情勢は大きく変化

し、これに伴って、町民ニーズも大きく変化しつつあります。 

こうした社会情勢や町民ニーズの変化に的確に対応しつつ、将来にわたって魅力と活力の

ある町を築いていくため、「第 8 次三春町長期計画」（以下「本計画」という。）を策定します。 

３ 計画の役割 

本計画は、次のような役割を持ちます。 

町民や 
議会、事業者等にとって 

まちづくりの共通目標 

本町の将来像やまちづくりの方向性を本町に関係する全ての方々が共有し、それぞれの果

たすべき責務を相互に理解しながら、協働によるまちづくりを進めるための共通の目標にな

ります。 

本町の行政にとって まちづくりの総合的な指針 

人口減少や少子高齢化など、社会経済環境が大きく変化していく時代のなか、将来にわた

り、本町が自立しながら、持続可能な町政運営を目指すための総合的な指針になります。 

国・県・周辺自治体や 
町外の方々に対して 

本町の主張・情報発信 

将来像の実現に向けた様々な取組みなどを情報発信し、幅広い方々に本町の良さや魅力を

PR していくものになります。  
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４ 長期計画と総合戦略の一体化 

本町では、人口減少と地域経済縮小の克服のため、平成 27（2015）年度に「三春町まち・

ひと・しごと創生総合戦略」、令和元（2019）年度に「第 2 期三春町まち・ひと・しごと創生

総合戦略」（以下、第 2 期総合戦略）を策定し、地方創生に取組んできました。 

国では、地方の厳しい状況が続いていることを受け、課題解決と魅力向上の取組みにデジ

タル技術を活用し、全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を実現するため、令和 4

年（2022）年度に国の総合戦略を抜本的に改訂した「デジタル田園都市国家構想総合戦略」

を策定しました。 

このような国の流れを受け、本町では、人口減少と地域経済縮小の対策にデジタルの力を

有効活用し重点的に取組むため、第 3 期総合戦略となる「三春町デジタル田園都市構想総合

戦略」を本計画の重点プロジェクトに位置づけ、一体的にまちづくりを進めていきます。 

５ 計画の構成と期間 

本計画は、「基本構想」、「基本計画」の 2 段階で構成しています。 

基本構想 10年間 令和7（2025）年度～令和 16（2034）年度 

町の将来像と実現に向けた取組みの方向性（基本目標）、将来の目標人口（人口ビジョン1）

を示したものです。 

基本計画 5年毎 
前期 令和 7（2025）年度～令和 11(2029)年度 

後期 令和 12（2030）年度～令和 16（2034）年度 

基本構想に掲げる将来像の実現のために、基本目標ごとに各分野で実施していく主要な取

組みをまとめたものです。また、「三春町デジタル田園都市構想総合戦略」を重点プロジェク

トとして位置づけます。 

 

進行管理 

毎年度、主な取組みの状況や指標の達成状況を確認します。 

なお、前期基本計画の最終年度である令和 11（2029）年度に、5 年間の進捗状況等を踏ま

えて検証や見直しを行い、後期基本計画を策定します。 

 

 

 

  

                                                      

1 人口ビジョン：人口の現状を分析し、将来の方向性と人口の将来展望を提示するもの。総合戦略の策定の際に、

効果的な施策の企画立案の基礎となる。 

（年度） 
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総合戦略 

基本計画 
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Ⅱ 計画策定にあたって 

１ 第７次計画の評価 

将来像 

「豊かな自然・歴史・文化に育まれ 未来に輝く元気なまち 三春」 

サブテーマ 

～いつまでも住みよい自慢し合えるまちづくり～ 

第 7次計画の総合評価 

各目標の指標達成度 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 各指標の達成見込みは、■75％以上の達成見込み、■50％以上 75％未満、■25％以上 50％未満、■25％未

満、■制度や仕組みの変更により評価不能 の 5 段階で評価した。 

※2 グラフの数値は、端数処理により見かけ上の合計が 100％とならない場合がある。 

 

総合評価 

本町では、平成 27（2015）年度から令和 6（2024）年度の第 7 次計画において、「豊かな

自然・歴史・文化に育まれ 未来に輝く元気なまち 三春」を将来像に掲げ、この将来像の実

現に向けて、6 つの基本目標を設定し、行政運営を進めてきました。 

6 つの基本目標の各分野の評価については、それぞれの成果指標の達成状況を踏まえ、取組

みの効果や成果を整理し、継続した取組みの重要性などを確認したところです。 

また、各分野における課題も整理しましたが、その要因として考えられる根本的な内容に

ついては、人口減少等も含めた近年の社会情勢を要因としたものが多いものと捉えています。 

さらに、第 7 次計画の計画期間における人口推移については、様々な施策の効果により将

来的な人口減少を緩やかにする目標を掲げていましたが、令和 2（2020）年の国勢調査結果

は人口が 17,018 人であり、掲げていた目標人口 17,292 人を下回る結果になりました。 

本計画では、人口減少等も含めた近年の社会情勢を踏まえた対応を重点的に行い、第 7 次

計画の評価で整理された課題解決などを進め、町民ニーズを踏まえながら、目指すべき将来

像を共有し、行政運営を進めていく必要があります。  

目標１ 誰もが安全安心に暮らせるまちづくり 

目標２ 住みよい美しい環境で暮らせるまちづくり 

目標３ 豊かな心と文化を育むまちづくり 

目標４ 誰もが健やかに暮らせるまちづくり 

目標５ 産業が育ち魅力と活力にあふれるまちづくり 

目標６ 協働と町民参画による自立したまちづくり 

31%

57%

36%

37%

17%

36%

38%

5%
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45%

5%
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目標1
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目標5
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75％以上

達成見込み

50％以上

75％未満

25％以上

50％未満

25％未満 評価不能
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２ 町民の意向・ニーズ 

町民アンケートや各地区等でワークショップを実施し、町民の意向・ニーズを把握しました。 

 

幸福度（町民） 郷土愛（高校生） 定住意向（高校生） 

 

   

 

 

本町の強み・弱み（町民） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 主観指標：アンケートにより把握した町民が感じている充実度や幸福度、満足度を偏差値化した数値。 

※ 客観指標：デジタル庁が公表データをもとに指標化した数値。暮らしやすさを測定したもの。  

医療・福祉

買物・飲食

住宅環境

移動・交通

遊び・娯楽

子育て

初等・中等教育

地域行政デジタル生活

公共空間 事故・犯罪

都市景観

自然景観

自然の恵み

環境共生 自然災害

地域とのつながり

多様性と寛容性

自己効力感
健康状態

文化・芸術

教育機会の豊かさ

雇用・所得

事業創造

20

40

60

80

100

20 40 60 80 100

主
観
指
標

客観指標

主観が高いが
客観は低い

主観も客観も
低い

主観も客観も
高い

客観が高いが
主観は低い

町民の思う強み

データでみる強み

町民の思う弱み

住み続けたい

一度は町外で暮らしても

戻ってきたい

住み続け

たくない

（n=129）

将来的な定住意向

62.0％

町内在住高校生

娯楽施設が少ない
と思う方が多い 

やりたい仕事を見つけづらい・
適切な収入を得る機会が少ない

と思う方が多い 

教育環境に課題がある
と思う方が多い 

買い物が不便・飲食できる場
が少ないと思う方が多い 

好き普通

嫌い

（n=304）

三春が好き

51.6％

高校生

（n=589）

幸福度

平均6.3点/10点

町民

田村高校生を含めた 

町内で暮らす高校生の

約半数が“三春が好き”

と感じている 

町内在住高校生の 

約 6割が将来的に 

本町に住みたい 

と感じている 

幸福度が高い方が 

過半数を占める 
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住み続けたいまちづくりに重要・大切なこと 

各地区のワークショップで、まちづくりに重要・大切だと思うことへの意見をいただきました。 

  
沢石地区 

・若い女性が住みたいまちづくり 

・人のつながりを大切にしたまちづくり 

・子育て世帯に支援し人口を増やす 

・北部の活性化 

・働く場所の確保 

・沢石への移住を進める施策 

・高齢世帯向け草刈り・除雪の支援 

・人が賑わう道の駅などのお店 

三春地区 

御木沢地区 
・滝桜の PR や通年型観光 

・町が好きと思える子ども達を増やす 

・地域を担うリーダーの育成・教育 

・働く場所の確保 

・地域愛が重要（桜・歴史・文化など） 

・人口、こどもが増えること 

・歴史や特産品の PR 方法の見直し 

・こどもや若い人の意見を常に聴くこと 

要田地区 
・人とのつながりを強めていく 

・伝統・歴史を受け継ぐこと 

・今住んでいる人が幸福を感じられるように 

・自然を活かした取組み 

・教育、住宅、医療の充実 

・産業（働く場所・店・遊び場）の充実 

・サロン活動、高齢者学級等の地域コミュニティの確保 

・地区の行事等の負担を軽減し、 

若い人の定住を促進 

中郷地区 
・通年型観光が重要 

・子育て施策、働く場所を増やす 

・人と人の関係が深く良好である事 

・若者の移住者を増やす 

・若者達が魅力に触れやすいまちづくり 

・住み良い街づくり 

・子育てしやすい環境づくり 

・三春で起業したいと思う仕組みをつくる 

荒町 
・教育環境の整備 

（勉強、通学路、遊び場） 

・交通支援（家の前までお迎え）の充実 

・結婚・子育て環境（図書館）の充実 

・高齢者への施策の充実 

・いろいろな組織の維持や活性化に 

向けた対応 

岩江地区 
・車が無くても生活できる環境 

・生活環境の充実（子育て・働く場・買い物等） 

・高齢者対策（買い物・医療等） 

・人とのつながり（サロン等） 

・こどもが産み育てられる環境 

・コミュニティの場（人が集まれる場）の充実 

・新旧住民・若い世代との交流の場の確保 

・昔から住んでいる高齢者の支援 

八幡町 
・若者が永住できる産業 

・災害に強い町である事を PR 

・三春の独特の文化（魅力）を上手に発信 

・公園、駐車場など生活環境の整備 

・生活に欠かせない店や医療機関 

・次世代を担う人材の確保やつながり 

・来訪者（移住者・観光客）の受入体制 

・人を集めるための PR 

八島台 
・世代間交流の充実 

・高齢者にやさしい生活環境 

・身近な場所に行きやすい店 

（ショッピングモール） 

・こどもを育てやすい環境 

・買い物、病院に行きやすい 

交通手段の拡充 

大町・北町 
・若者が住みたいまちづくり 
・災害に強く景観がいいまちづくり 
・通学路の安全確保 
・街なかへの誘客 
・遊歩道の整備など歩道の管理 

・住民（子育て・高齢者）への支援・情報共有 

・空き家の対策・利活用 

・働く場所・働き手の確保 

中町 
・正しい歴史を知り誇りを持つ 

・「やっぱり三春はいいね」と思えるまちづくり 

・声を掛け合える町、住み心地が良い町 

・人の和「となり組」の繋がり 

・関係人口を増やしていくこと 

・田村高校の存続 

・他人にもやさしいのがいちばん大切 

新町 
・こどもから高齢者までのみんなのつながり 

・年代関係なく関われる祭りをみんなで盛り上げる 

・多数の資源をもっと上手に活かす 

・こどもを育てる・遊ぶための環境 

・働く場所・住む場所（環境）の充実 

・地元の魅力的な店の PR・発信 

・町資源（桜・祭り・寺社等）の PR・情報発信 

中妻地区 
・こどもを増やす 

・観光 PR、街なかへ人が行くように 

・若い世代が安心して暮らせる働く場所 

・高齢になっても暮らせる環境 

・観光の発展 

・効果的な土地利用計画を作る 

・周辺市町とのアクセスを生かす 

・子供たちが帰ってきたいと思えるまちづくり 

中郷地区 

中妻地区 

岩江地区 

三春地区 

御木沢地区 

要田地区 

沢石地区 
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せっかく三春に来たなら〇〇ってよ！ 

町内の中学生を対象としたワークショップで、世界中のみんなへの本町の PR 文を考えて

いただきました。 
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Ⅲ 基本構想 

１ 本町の将来像 

本計画の策定に向けて各地区等で実施したワークショップ（意見交換会）や町民アンケー

ト等の結果でも、町民の多くの方が本町の良いところと感じている「人の温かさやつながり」、

「自然環境や田園風景」、「歴史や文化」などは今後も後世に伝え、残していかなければなら

ない大切なものになります。 

人口減少や少子高齢化に歯止めがかからない状況、自然災害の激甚化やデジタル社会の進

展など、今後、社会全体で急激な変化が進むことが見込まれ、人の生き方や価値観が多様化

していくなかでも、こうした本町の良いところを守り、活かしながら、町民の一人ひとりが

「ふるさと」である本町を大切に想い、幸せを感じながら、共生していく「まちづくり」を目

指し、基本理念等を踏まえつつ、目指すべき 10 年後の将来像を定めました。 

目指すべき将来像 

 

 

 

 
 

 

 

また、目指すべき将来像を実現する取組みの重要な観点は、町民や議会、町など、多くの

関係者が協働してまちづくりを進めることです。そして、一人ひとりの想いを大切にし、人

のつながりや支え合いのなかで、豊かな日常生活が営めるような地域を持続・発展させるた

めのまちづくりを進めることになります。 

こうした観点について、目指すべき将来像を実現する取組みを進めるうえでの基本的な方

針として明確にするため、サブテーマを定めました。 

サブテーマ 

 

 

 

 

 

※本計画の将来像は、重点プロジェクトである「三春町デジタル田園都市構想総合戦略」の地域ビジョンとしても

位置付けます。  

“ゆかしい”には、「心ひかれる場所に行きたい、心ひかれる人に会いたい」、「懐かしい、恋しい、慕（し

た）わしい」、「上品で深みがある、趣があり心ひかれる」という意味があり、本町で昔から大切にされて

いる「人の温かさやつながり」、「自然環境や田園風景」、「歴史や文化」などの魅力を“ゆかしい”という言

葉で表現し、そんなゆかしい魅力を大切に守り、活かしながら、町民の一人ひとりが心惹かれる町であり

続けたいという想いを“いつまでも”という言葉で表現しています。 

「みんなで育む」には、協働してまちづくりを進めることを表現し、「一人ひとりの想いが花開く」には、

人の生き方や価値観が多様化していくなかでも、一人ひとりの想いを大切にし、「誰一人取り残さない」と

いったことが今後のまちづくりを進めるうえでの重要な観点であることを表現しています。 

「地域づくり」は、あえて「まちづくり」という言葉を使わずに、共生していくためのまちづくりの実

現にむけ、本町の特徴である 7 つの地域単位に「支え合う地域づくり、持続・発展する地域づくり」を進

めることが重要であること、それが本町全体の共生していくまちづくりに繋がることを表現しています。 
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２ 将来の目標人口（人口ビジョン） 

令和 2（2020）年の国勢調査に基づく国立社会保障・人口問題研究所が公表した将来人口

では、約 30 年後の令和 32（2050）年には、本町の人口が 10,420 人にまで減少する見込みと

なっており、同じような減少傾向が続けば、約 50 年後の令和 52（2070）年には、現在より

も人口が約 10,000 人減少し、6,000 人台となる見込み（推計準拠（独自））になっています。 

本町では、重点プロジェクトとして位置付けた「三春町デジタル田園都市構想総合戦略」

の取組みをはじめ、様々な分野における施策により、人口減少や地域経済の縮小に歯止めを

かける・緩やかにするための対策を講じ、本計画の最終年次である令和 16（2034）年の人口

を約 14,500 人に引き上げることを目標とします。 

この目標は、合計特殊出生率を令和 12（2030）年までに新型コロナウイルス感染症拡大前

までの水準に回復させ（長期的には 1.80 までの回復を想定）、転出・転入による人口の増減

をプラスにする（年間 1 人の増）ことにより、目標人口の達成を目指します。 

国立社会保障・人口問題研究所が公表した将来人口（推計準拠を含む）と本町が目標とす

る人口の推移見込みについては、下表のとおりになります。 

 
出典：実績値…国勢調査（～令和 2 年）、推計値…国立社会保障・人口問題研究所推計準拠（令和 7 年～） 

 

 

 

 

 

  

17,018
16,103

15,051

13,934

12,773

11,585

10,420

9,309

8,272
7,292

6,359

17,018
16,147

15,214
14,299

13,384
12,468

11,581
10,745

9,993
9,325

8,726
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R2

(2020)

R7

(2025)

R12

(2030)

R17

(2035)

R22

(2040)

R27

(2045)

R32

(2050)

R37

(2055)

R42

(2060)

R47

(2065)

R52

(2070)

（人）

社人研推計準拠 目標人口

第８次三春町長期計画 

最終年次 

令和１６（２０３４）年 

目標人口 

令和 16（2034）年  約 14,500人 
（国立社会保障・人口問題研究所推計人口 約 14,160人） 
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３ 基本目標 

基本構想に掲げる目指すべき将来像の実現のため、各地区等で実施したワークショップ（意

見交換会）や町民アンケート等の結果を踏まえ、今後、実施していくべき取組みの方向性を

整理し、５つの基本目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子育て・教育】 

『こどもの笑顔』 

はぐくむ地域づくり 

ワークショップ等で出された「子育て環境・教育環

境の充実」を図るため、こどもや保護者、子育てに関

わるさまざまな人の視点から「妊娠・出産・育児・教

育のそれぞれの段階で切れ目のない支援」を行い、こ

どもを安心して産み育て、三春の次代を担うこども

達の笑顔をみんなではぐくむ地域づくりを目指しま

す。 

また、こどもが笑顔で心豊かに成長するためには、

こどもに関わる大人の笑顔が欠かせません。大人も

こどもも、全ての世代が、受け継がれてきた本町の豊

かな自然や歴史、文化に触れることなどにより、心豊

かに笑顔あふれる地域づくりを目指します。 

【医療・福祉】 

『健やかな心と体』 

はぐくむ地域づくり 

【町民協働・行財政運営】 

『地域の絆』 

はぐくむ地域づくり 

想い 

想い 

想い 

ワークショップ等で出された「高齢者等が安心して

生活できる環境の充実」を図るため、誰もが健やかな

毎日を送ることができ、住み慣れた地域で自立して暮

らしていけるよう、医療や介護、福祉が連携し、地域

とつながりを感じながら生活できる環境を整備し、お

互いに支えあう地域づくりを目指します。 

また、さまざまな生きづらさを抱えていても、誰一

人取り残されること無く、地域全体で支え合い、健や

かな暮らしをはぐくむ地域づくりを目指します。 

ワークショップ等で出された「人と人とのつながり

の充実」を図るため、地域活動などに参加しやすい体

制づくりなどを進め、人々が交流をし、関係性やつな

がりを築きながら、お互いの価値観や考え方の違いを

認め合い、一人ひとりが持つ力を発揮できる地域づく

りを目指します。 

また、これからの時代に対応した地域づくりを進め

るためには、行財政運営についても将来を見据えた対

応を進めていく必要があります。 
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目指すべき将来像である「いつまでも“ゆかしい”まち 三春」の実現に向けて、これらの 5

つの基本目標で掲げた内容に基づき、地域のみんなではぐくむ地域づくりを進めていきます。 
 

  

  
想い 

『こどもの 

笑顔』 

『健やかな 

心と体』 

『安心な 

暮らし』 

『地域の絆』 『賑わいと 

活気』 

【産業・観光】 

『賑わいと活気』 

はぐくむ地域づくり 

想い 

ワークショップ等で出された「働く場の充実」を図

るため、農林業や商工業等の活性化により、自分らし

い働き方や誰もがやりがいを持って働ける環境づく

りを進めていきます。 

また、地方への関心やインバウンド需要が高まる

中、豊かな自然、歴史、文化などの資源を磨き上げ、

それらの魅力を最大限に活かし、その魅力を内外に発

信することで、産業の活力を高め、年間を通してヒト・

モノ・カネを呼び込み、地域経済の活性化、賑わいと

活気がある地域づくりを目指します。 

【生活環境・都市基盤】 

『安心な暮らし』 

はぐくむ地域づくり 

想い 

ワークショップ等で出された「災害に強く、安心し

て生活できる環境の充実」を図るため、町民の暮らし

を支える社会インフラ等の都市基盤を確保し、災害

に強く、しなやかなまちの基盤をつくるとともに、買

い物等の移動手段の確保なども含め、豊かな日常生

活を安心して送れる地域づくりを目指します。 

また、災害に強く、安心して生活できる環境の充実

を図りながら、景観や環境に配慮した取組みを進め

ます。 

そして、安心な暮らしを送れる環境の充実等によ

り、移住・定住の取組みを進めます。 
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Ⅳ 基本計画 

１ 施策の体系 

目
指
す
べ
き
将
来
像 

 

基本目標 政策分野  

 
1 子育て分野 

 

 

2 幼児教育・保育分野  

3 学校教育分野  

4 生涯学習・健全育成分野  

5 桜・文化財分野  

 6 健康・医療分野  

7 地域福祉分野 
 

 

8 高齢者福祉分野  

9 障がい者福祉分野  

 10 町民参画分野  

11 広聴・広報分野  

12 交流・連携分野  

13 行財政経営分野 
 

 

 

14 農林業分野 
 

 

15 商工業分野 
 

 

16 観光分野  

 

17 防災・減災分野  

18 交通安全・防犯分野  

19 生活環境分野 
 

 

20 循環型社会分野  

21 景観・土地利用分野  

22 移住定住・住生活分野  
  

【子育て・教育】 

『こどもの笑顔』 

はぐくむ地域づくり 

【医療・福祉】 

『健やかな心と体』 

はぐくむ地域づくり 

【町民協働・行財政運営】 

『地域の絆』 

はぐくむ地域づくり 

【産業・観光】 

『賑わいと活気』 

はぐくむ地域づくり 

【生活環境・都市基盤】 

『安全な暮らし』 

はぐくむ地域づくり 
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 まちづくりの施策 

 
1 健全な子育て環境の確保 

3 産み育てやすさ向上 

2 妊産婦・こどもの健康増進 

 1 適切な幼児教育・保育環境の確保 2 充実した幼児教育・保育の提供 

 1 自立して生きる力の育成 2 安全・安心な教育環境の構築 

 1 青少年の健全育成 2 生涯学習環境の充実 

 1 桜の保全 2 文化財等の保存・活用 

 1 健康な心と身体づくり 2 持続可能な地域医療の推進 

 
1 地域福祉の推進 

3 包括的な相談支援体制の構築 

2 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 1 いきいきした生活・介護の支援 2 高齢者の見守り体制の充実・強化 

 1 障がい者の相談支援体制の充実・強化 2 安心できる地域生活の支援 

 1 地域活動の活性化 2 誰もが活躍できる社会の実現 

 1 町の魅力等の情報発信強化 2 行政の透明性の向上 

 1 国内の地域間交流・連携強化 2 国際交流の推進 

 
1 DXの推進 

3 広域連携等の推進 

2 行財政改革の推進 

 
1 農地の保全と担い手の確保 

3 森林の保全や適正な維持管理 

2 農業経営の安定化・効率化 

 
1 商工業の活性化 

3 若者の雇用促進 

2 創業・企業誘致の推進 

 1 観光資源の魅力向上 2 誘客活動の強化・環境整備 

 1 自主防災力の強化 2 災害に強くしなやかな地域の構築 

 1 交通安全対策の強化 2 防犯対策の強化 

 
1 安全な道路環境の確保 

3 安全な水の供給と適切な排水処理 

2 地域公共交通の利便性向上 

4 環境・公衆衛生の保全 

 1 ごみ処理の適正化 2 地球温暖化対策の推進 

 1 調和する景観形成 2 土地利用の適正化 

 1 「みはるぐらし」の促進 2 住生活の安定確保・向上    

重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

（デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
構
想
総
合
戦
略
） 
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２ 政策分野別の施策・取組 

 

 

 

 

政策分野 1 

子育て 

分野 

1 健全な子育て環境の確保 

□ こども計画の推進 

□ 子育て世帯への伴走型支援 

□ 相談の場・集いの場の充実と利用促進 

□ 家庭の教育力の向上 

2 妊産婦・こどもの健康増進 

□ 妊産婦・乳幼児の健康診査の実施 

□ 食育の推進 

□ 予防接種の啓発・実施 

3 産み育てやすさ向上 

□ こどもを授かりたい方への支援 □ 子育ての経済的負担の軽減 

□ 子育てと仕事の両立支援 □ 遊び場の充実・維持 

□ オンラインによる各種手続きや相談機能等の活用促進 

政策分野2 
幼児教育・保育 

分野 

1 適切な幼児教育・保育環境の確保 

□ 保育人材の確保 

□ 保育施設の維持管理 
□ こども園・保育所の再編 

2 充実した幼児教育・保育の提供 

□ こども園・保育所の適切な運営 

□ 特別支援教育・保育の充実 

□ 保育士・幼稚園教諭のスキルアップ 

□ 民間運営施設への適切な支援と連携強化 

政策分野3 
学校教育 

分野 

1 自立して生きる力の育成 

□ 社会の変化に対応できる人材の育成 

□ 文化に関する教育の推進 

□ 教育機関と連携した地域の活性化 

□ デジタル技術を活用した教育の提供 

□ 学校給食の充実、食育の推進 

□ 相談・支援体制の充実 

2 安全・安心な教育環境の構築 

□ 小学校の適正配置 

□ 安全な通学環境・手段の確保 

□ 学校施設の維持管理 

政策分野4 
生涯学習・ 

健全育成 

分野 

1 青少年の健全育成 

□ 青少年有害環境対策の推進 □ 青少年問題の共有・課題への対応 

2 生涯学習環境の充実 

□ 生涯学習の機会の充実 

□ 町民図書館のあり方の検討 

□ 生涯学習施設の維持管理・運営 

政策分野5 
桜・文化財 

分野 

1 桜の保全 

□ 桜の管理保護 □ 桜を守る団体の活動支援 

2 文化財等の保存・活用 

□ 文化財保存活用地域計画の策定・推進 

□ 文化財等の保護 

□ 三春城跡の国史跡指定の実現 

  

【子育て・教育】 

『こどもの笑顔』はぐくむ地域づくり 

基本目標 1 
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政策分野6 
健康・医療 

分野 

1 健康な心と身体づくり 

□ 健康増進計画〈健康みはる21〉の推進 

□ 国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）・特定健康診査等実施計画の推進 

□ 健康な地域づくりの推進 □ 健康診査・保健指導の充実 

□ 新興・再興感染症の対策 □ 国民健康保険事業の健全運営 

2 持続可能な地域医療の推進 

□ 町立三春病院の安定した運営 □ 地域医療体制の構築 

政策分野7 
地域福祉 

分野 

1 地域福祉の推進 

□ 地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進 □ 地域福祉の意識醸成 

2 地域包括ケアシステムの深化・推進 

□ 地域包括支援センターの機能強化 

□ 生活支援体制整備事業の推進 

□ 権利擁護の推進 

□ 在宅医療・介護連携の推進 

□ 認知症施策の推進 

3 包括的な相談支援体制の構築 

□ 重層的支援体制の構築  

政策分野8 
高齢者福祉 

分野 

1 いきいきした生活・介護の支援 

□ 高齢者福祉計画・介護保険事業計画の推進 

□ 自立支援・介護予防・重度化防止の推進 

□ 介護給付の充実と適正化 

□ 介護サービスの充実 

□ 高齢者の生きがいづくりの推進 

2 高齢者の見守り体制の充実・強化 

□ 高齢者虐待防止対策の推進 □ 高齢者が安心・安全に暮らせる環境の整備 

政策分野9 
障がい者福祉 

分野 

１ 障がい者の相談支援体制の充実・強化 

□ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 □ 地域生活支援事業の推進 

□ 相談体制の充実・強化 □ 障がい児支援の提供体制の充実・強化 

□ 特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の構築 

1 安心できる地域生活の支援 

□ 障がい福祉計画・障がい児福祉計画の推進 

□ 福祉施設から一般就労への移行 

□ 福祉施設から地域生活への移行 

  

【医療・福祉】 

『健やかな心と体』はぐくむ地域づくり 

基本目標 2 
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政策分野 10 
町民参画 

分野 

1 地域活動の活性化 

□ 自治会機能の維持 

□ 各地区のまちづくり協会の活動支援 

□ 地域活動の促進 

 

2 誰もが活躍できる社会の実現 

□ 男女共同参画計画の推進 

□ 三春町まちづくり活動の表彰 

□ 各種ボランティア団体の情報発信 

□ 人権擁護の推進 

政策分野 11 
広聴・広報 

分野 

1 町の魅力等の情報発信強化 

□ シティプロモーションの推進 □ 多様な媒体の活用による情報発信 

2 行政の透明性の向上 

□ 情報公開制度の活用促進 

□ パブリックコメントの実施 

□ 出前懇談会の充実 

□ 意見広聴機会の充実 

政策分野 12 
交流・連携 

分野 

1 国内の地域間交流・連携強化 

□ 姉妹都市との交流 □ 地域間交流の推進 

2 国際交流の推進 

□ 国際姉妹都市との交流 

□ 国際交流協会との連携強化 

□ 海外の異文化等を学ぶ機会の創出 

 

政策分野 13 
行財政経営 

分野 

1 DXの推進 

□ DX推進計画の推進 

□ デジタルリテラシーの向上 

□ 公務の効率化 

□ まちづくりDXの推進 

□ 行政窓口サービスのスマート化 

□ 庁内のデジタル基盤の整備 

2 行財政改革の推進 

□ 行財政改革大綱の推進 

□ 中期財政計画による適正な運営 

□ 公共施設等総合管理計画の推進 

 

3 広域連携等の推進 

□ こおりやま広域連携中枢都市圏連携事業の推進 

□ 権限移譲事務の実施・権限移譲の活用 
  

【町民協働・行財政運営】 

『地域の絆』はぐくむ地域づくり 

基本目標 3 
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政策分野 14 
農林業 

分野 

1 農地の保全と担い手の確保 

□ 地域計画の推進 □ 農業生産基盤の保全・整備 

□ 新規就農者及び後継者への育成支援 

□ 日本型直接支払制度による協働活動等の支援 

2 農業経営の安定化・効率化 

□ スマート農業の推進 

□ 振興作物の創出・推進 

□ 地域ブランド化・6次産業化の推進 

3 森林の保全や適正な維持管理 

□ 森林整備計画の推進 

□ 里山の保全・整備 

□ 森林経営管理制度の推進 

政策分野 15 
商工業 

分野 

1 商工業の活性化 

□ 商業まちづくり基本構想の推進 

□ 経営革新計画承認企業支援 

□ 中小企業者の経営の支援 

□ 中心市街地等の空き店舗活用支援 

□ 先端設備等導入計画の活用・策定促進 

□ 各種機関による支援の情報発信の強化 

2 創業・企業誘致の推進 

□ 関係機関と連携した企業誘致 

□ 創業支援等事業計画の推進 

□ 工業立地促進奨励事業支援 

 

3 若者の雇用促進 

□ 地元企業等の情報発信 

□ インターンシップ実施の推進 

□ 町民の雇用奨励支援の実施 

□ 商工会・学校との連携強化 

政策分野 16 
観光 

分野 

1 観光資源の魅力向上 

□ 地域ブランドの確立 

□ 体験交流型等による通年型観光の推進 

□ 官民連携による観光資源の磨き上げ 

2 誘客活動の強化・環境整備 

□ 三春の魅力を伝える観光情報の発信・PR強化 

□ 観光振興を支える体制づくりと人材の育成 

□ 周辺観光地との連携強化 □ インバウンド需要への対応強化 

□ 地域資源を活かしたイベントの開催 
  

【産業・観光】 

『賑わいと活気』はぐくむ地域づくり 

基本目標 4 
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政策分野 17 
防災・減災 

分野 

1 自主防災力の強化 

□ 地区防災計画・個別避難計画の策定・推進 

□ 自主防災会の活動支援 

□ 消防団員の確保・活動支援 

□ 防災・減災への意識向上 

2 災害に強くしなやかな地域の構築 

□ 国土強靭化地域計画の推進 

□ 災害情報を正確に伝達する仕組みづくり 

□ 地域防災計画の推進 

□ 耐震改修促進計画の推進 

政策分野 18 
交通安全・防犯

分野 

1 交通安全対策の強化 

□ 交通安全の啓発 □ 交通安全施設の整備・維持管理 

2 防犯対策の強化 

□ 防犯設備の整備・維持管理 

□ 社会を明るくする運動の実施 

□ 再犯防止推進計画の推進 

□ 防犯意識の向上 

政策分野 19 
生活環境 

分野 

1 安全な道路環境の確保 

□ 道路の整備・維持管理 □ 舗装の個別施設計画の推進 

2 地域公共交通の利便性向上 

□ 地域公共交通計画の推進  

3 安全な水の供給と適切な排水処理 

□ 水道事業の安定経営 

□ 排水処理事業の安定経営 

□ 上水道施設・設備の維持管理 

□ 排水処理施設・設備の維持管理 

4 環境・公衆衛生の保全 

□ 公害に関する知識の普及・啓発の実施 □ 動物の愛護と適切な飼養啓発 

政策分野20 
循環型社会 

分野 

1 ごみ処理の適正化 

□ ごみの適切な処理 □ ごみの減量化・資源化の啓発 

2 地球温暖化対策の推進 

□ 温室効果ガス排出削減と抑制 □ 気候変動への適応策の推進 

政策分野21 
景観・土地利用

分野 

1 調和する景観形成 

□ 条例やガイドラインに基づく景観誘導 

□ 美化活動の促進 

□ 三春町建築賞の開催 

 

2 土地利用の適正化 

□ 国土利用計画の推進 

□ 三春町開発行為等事前指導要綱に基づく指導・協議 

□ 立地適正化計画の策定・推進 

政策分野22 
移住定住・ 

住生活 

分野 

1 「みはるぐらし」の促進 

□ 住宅地の提供 

□ 賃貸住宅の提供 

□ 結婚活動の支援 

□ 住宅取得の促進 

□ 若者の新生活支援 

□ 「みはるぐらし」の情報発信強化 

2 住生活の安定確保・向上 

□ 住生活基本計画の策定・推進 

□ 公営住宅等長寿命化計画の推進 

□ 空き家等対策計画の推進 

   

【生活環境・都市基盤】 

『安全な暮らし』はぐくむ地域づくり 

基本目標 5 
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Ⅴ 重点プロジェクト（デジタル田園都市構想総合戦略） 

人口減少と地域経済縮小の対策にデジタルの力を有効活用し重点的に取組むため、「三春町

デジタル田園都市構想総合戦略」を本計画の重点プロジェクトに位置づけます。重点プロジ

ェクトは、基本目標として 5 つの目標を掲げ、長期計画と一体的な取組みを進めていきます。 

基本目標１ 

地域経済が成長し、 

安心して働けるまち 

基本的方向⑴ 地域の特性に応じた稼ぐ力・生産性の向上  

施策 1 主な基幹産業を中心とした地域の稼ぐ力の向上  

施策 2 安定的な就農環境の形成 

施策 3 観光と商業の連携強化による地域の稼ぐ力の向上  

基本的方向⑵ 地域内経済循環の強化 

施策 1 地域内での消費拡大に向けた取組みの強化 

基本的方向⑶ 地域産業の新たな担い手の確保  

施策 1 地域産業の魅力発信による関心の向上 

基本目標２ 

つながりから 

新たな人の流れが 

生まれるまち 

基本的方向⑴ 移住・定住の促進 

施策 1 地域外人材の活用と三春の魅力や暮らしの情報発信強化 

施策 2 住宅施策や経済的負担軽減支援の充実 

基本的方向⑵ 将来の町を担う人材の育成 

施策 1 若者の地域定着の推進 

基本的方向⑶ 町とのつながりの構築 

施策 1 関係人口の創出・拡大 

基本目標３ 

結婚・出産・子育ての 

希望が叶うまち 

基本的方向⑴ 結婚・出産しやすい環境の整備 

施策 1 出会い・新生活の支援 

施策 2 産前支援 

施策 3 産後支援 

基本的方向⑵ 子育てしやすい環境の整備 

施策 1 子育て支援サービスの充実 

施策 2 子育てと仕事の両立支援 

基本目標４ 

誰でも 

活躍して暮らせる 

魅力的なまち 

基本的方向⑴ 安全安心なまちの創出 

施策 1 災害に強いまちづくり 

基本的方向⑵ 誰もが健やかに暮らせるまちの創出 

施策 1 町民の健康づくりの推進 

施策 2 地域医療の充実 

施策 3 高齢者がいきいきと暮らすことができる環境の整備 

施策 4 障がい者が地域で安心して暮らせるための体制整備 

基本的方向⑶ 地域資源を活かした魅力あふれるまちの創出 

施策 1 地域ブランド化の推進 

施策 2 歴史と文化を活かしたまちづくりの推進 

施策 3 地域間連携の推進 

基本目標５ 

誰もがDXで 

「新たな魅力・ 

価値の創造」を 

生み出していくまち 

基本的方向⑴ 行政のデジタル技術活用に向けた基盤整備 

施策 1 行政のデジタル基盤整備 

施策 2 町民サービスの向上 

基本的方向⑵ まちづくりにおけるデジタル技術活用推進 

施策 1 デジタル技術を利用した情報発信 

施策 2 幼児教育・保育環境や学校教育環境でのデジタル技術活用推進 
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基本目標 1 地域経済が成長し、安心して働けるまち 
 

KGI（重要目標達成指標） 

町内従業者数（総数） 

現況値 

6,424 人 
（令和 3 年） 

目標値 

6,500 人 
（令和 11 年） 

田村高校生によるスイーツ販売 

 

基本的方向⑴ 

地域の特性に 

応じた稼ぐ力・

生産性の向上 

施策１ 主な基幹産業を中心とした地域の稼ぐ力の向上 

□ 先端設備等導入計画の活用・策定促進 □ ローカルベンチマークの活用 

□ 関係機関との連携・相談体制の強化 □ 国・県施策の情報収集・発信体制強化 

施策２ 安定的な就農環境の形成 

□ デジタル技術を活用した農作業の負担軽減や農地の活用促進 

□ 新規就農者応援事業の充実 □ GAP認証取得推進事業 

□ 農産物直売所振興事業 □ 農産物加工研修・販売等支援 

施策３ 観光と商業の連携強化による地域の稼ぐ力の向上 

□ 地域ブランドの確立 □ 官民連携による観光資源の磨き上げ 

□ 体験交流型観光の推進 

基本的方向⑵ 

地域内経済循環

の強化 

施策１ 地域内での消費拡大に向けた取組みの強化 

□ 町のデジタル地域通貨「みはるカード」の運用 

□ まちナビカードの運用 

基本的方向⑶ 

地域産業の 

新たな担い手の

確保 

施策１ 地域産業の魅力発信による関心の向上 

□ 郷土愛を育む教育の充実 

□ 地域企業等の情報発信 

□ 町民の雇用奨励 

□ インターンシップ推進 

□ 就職相談会の開催 

 

 

 

 

 

  
岩江小学校田植え体験              三春滝桜（ライトアップ）   
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基本目標 2 つながりから新たな人の流れが生まれるまち 
 

KGI（重要目標達成指標） 

転入者数（5年間の平均） 

現況値 

433.8 人/年 
（令和元～5 年度） 

目標値 

460 人/年 
（令和 11 年） 

田村高校とサロンとの交流会 

基本的方向⑴ 

移住・定住の 

促進 

施策１ 地域外人材の活用と三春の魅力や暮らしの情報発信強化 

□ 地域外人材の活用 □ 情報発信の強化 

施策２ 住宅施策や経済的負担軽減支援の充実 

□ 住宅地の情報提供 

□ 二地域居住を促進する取組みの検討 

□ 空き家・遊休地等の利活用促進 

□ 経済的負担の軽減 

基本的方向⑵ 

将来の町を担う

人材の育成 

施策１ 若者の地域定着の推進 

□ 高等学校との連携事業  

基本的方向⑶ 

町とのつながり
の構築 

施策１ 関係人口の創出・拡大 

□ 体験交流型観光の推進（再掲） □ 町との継続的なつながりづくりの取組み検討 

 

基本目標 3 結婚・出産・子育ての希望が叶うまち 
 

KGI（重要目標達成指標） 

合計特殊出生率 

現況値 

1.11 
（令和 5 年度） 

目標値 

1.27 
（令和 11 年） 

子育て支援センター 

基本的方向⑴ 

結婚・出産 

しやすい 

環境の整備 

施策１ 出会い・新生活の支援 

□ 婚活支援事業 □ 結婚新生活支援事業 

施策２ 産前支援 

□ 不妊症治療費助成事業 

□ 風しん抗体検査・予防接種費用助成 

□ 妊婦歯科健康診査助成 

□ 妊婦訪問相談 

施策３ 産後支援 

□ 産婦・新生児訪問 

□ すくすく子育て電子マネー交付事業 

□ 子育て支援医療費助成事業 

□ 乳幼児全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問） 

□ 乳幼児育成支援事業（すてっぷくらぶ） 

基本的方向⑵ 

子育てしやすい

環境の整備 

施策１ 子育て支援サービスの充実 

□ こども家庭センターの運営 

□ ペアレントトレーニング事業 

□ 地域子育て支援拠点事業の充実 

（子育て支援センター事業） 

施策２ 子育てと仕事の両立支援 

□ 病児・病後児保育事業 

□ ファミリーサポートセンター事業の強化 

□ 児童クラブ・まほらっこ教室の運営 

□ 一時預かり事業 

□ 延長保育・預かり保育の実施 
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基本目標 4 誰でも活躍して暮らせる魅力的なまち 
 

KGI（重要目標達成指標） 

転出者数（5年間の平均） 

現況値 

453.8 人/年 
（令和元～5 年度） 

目標値 

440 人/年 
（令和 11 年） 

サロン ちいちいぱっぱ 

基本的方向⑴ 

安全安心な 

まちの創出 

施策１ 災害に強いまちづくり 

□ デジタル技術を活用した災害・防災情報の収集・分析・発信 

□ 強靱な地域づくりの推進 □ 災害弱者への支援 

□ 自主防災会の活動支援 □ 消防団員の確保・活動支援 

基本的方向⑵ 

誰もが健やかに

暮らせる 

まちの創出 

施策１ 町民の健康づくりの推進 

□ 通いの場（サロン）活動の情報提供 

□ ふくしま健民アプリの活用 

□ 成人健康診査、保健指導の充実 

施策２ 地域医療の充実 

□ 在宅医療・介護連携体制の強化 □ 地域医療体制の構築 

施策３ 高齢者がいきいきと暮らすことができる環境の整備 

□ 地域包括支援センターの機能強化 

□ 高齢者の生きがいづくりの推進 

□ 生活支援体制整備事業の推進 

施策４ 障がい者が地域で安心して暮らせるための体制整備 

□ 障がい者の相談支援体制の充実・強化  

基本的方向⑶ 

地域資源を 

活かした 

魅力あふれる 

まちの創出 

施策１ 地域ブランド化の推進 

□ 地域ブランドの確立（再掲） □ 官民連携による観光資源の磨き上げ（再掲） 

施策２ 歴史と文化を活かしたまちづくりの推進 

□ 三春城跡の国史跡指定の促進・新コンテンツの有効活用 

□ 指定文化財・歴史資料保護事業 □ 伝統芸能の保護・承継事業 

施策３ 地域間連携の推進 

□ こおりやま広域連携中枢都市圏事業の推進 

 

  
町営ジム「マチトレ」                      三春城跡 
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基本目標 5 誰もがDXで「新たな魅力・価値の創造」を生み出していくまち 
 

KGI（重要目標達成指標） 

三春町 DX 推進計画の達成率 

現況値 

92％ 
（令和 5 年度） 

目標値 

100％ 
（令和 11 年） 

中妻小学校（タブレット学習） 

 

基本的方向⑴ 

行政の 

デジタル技術 

活用に向けた 

基盤整備 

施策１ 行政のデジタル基盤整備 

□ 自治体情報システムの標準化対応 

□ タブレット型パソコン導入によるペーパーレス化推進 

□ 定型業務のAI・RPA導入による業務改革の推進 

施策２ 町民サービスの向上 

□ 電子申請・LoGo フォームと LINE 行政窓口の開設 

□ マイナンバーカード等を利用した書かない窓口の推進 

基本的方向⑵ 

まちづくりに 

おける 

デジタル技術 

活用推進 

施策１ デジタル技術を利用した情報発信 

□ デジタル技術を活用した災害・防災情報の収集・分析・発信（再掲） 

□ デジタルで読むことができる情報発信（広報紙・デジタル回覧板） 

□ デザイン能力の向上とWEB コンテンツ活用による情報発信力の強化 

施策２ 幼児教育・保育環境や学校教育環境でのデジタル技術活用推進 

□ デジタル技術を活用した授業の実践 

□ 保育施設へのデジタル技術を活用したシステムの導入 

 

 

 

 

 

 
出典：「ちいき本棚」ホームページ 






